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鰯特集

子どもを取り巻く医療、学校、

地域の取り組みの現状と課題
合 洋子宝塚大学看護学部教授河

今後、小中学校等では様々な障害のある児童生

徒の就学がさらに増加すると推測される。そのた

めにも関係職種間の壁を破り、気軽に連携できる

環境を作ることの重要性を実感した。 日本育療学

会は一つの職種に限らず他職種が関わる学会であ

る。今後の学会の発展が子どもの心身の育成につ

平成19年（2007年） より特別支援教育が通常

の学級を含め学校全体で実施、平成23年（2011

年）には特別支援学校および小中学校等において

医療的ケアを必要とする児童生徒の対応について

の留意点が示された。さらに、共生社会の形成に

向けたインクルーシブ教育システムの構築に向け

て特別支援教育を進められている。このような状

況で、特別支援学校、特別支援学級等に在籍する

児童生徒数は増加しているのが現状である。特別

な配慮を必要とする子どもの気持ち、親の気持ち

はさまざまであり、その気持ちを尊重しつつ、児

童生徒が安全な学校生活が送られるよう関係機関

の方々は尽力している。

一方、いじめや児童虐待等の社会的な問題、増

加する小児アレルギー疾患に関する問題など、児

童生徒の心身の健全な発達に重大な影響を及ぼす

問題が多々存在する。これらの問題の対応には関

係する他職種メンバーの関わりだけでなく、いか

に連携していくかが重要なカギとなっている。こ

ういったことから多職種連携の重要性について、

特別支援教育に携わる方々だけでなく通常の学校

や医療に携わる方々にも広く認識されることを

願って、医療側と学校側の取り組みの現状と課題

という特集を構成した。

今回の特集では、医療側として①小児アレル

ギー疾患に関わっているメディカルスタッフとし

てのアレルギーエデュケーターの活動、②小児科

外来でのDV、虐待への取り組み、そして学校側

としては③カウンセラーとしていじめ問題の対応

の実態と方向性、④小学校での慢性疾患児の保護

者と手を携えての支援の実態を紹介する。実際に

現場で活躍されている方々には、お忙しい中多大

なご協力をいただいたことに深く感謝申し上げ

る。

ながると信じる。
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小児アレルギーエデュケーターと家庭（学校）との

関わりの現状と課題

大阪府済生会中津病院看護師林 奈津子

キーワード：小児アレルギーエデュケーター、アレルギー教室、病院・学校・地域、連携

その中で院内での活動は、喘息については、患

者の生活状況に応じた環境整備の方法、喘息発作

の見分け方、発作時の対処の仕方、吸入指導や、

喘息日誌、ピークフローの必要性、使用方法につ

いて説明を行っており、アトピー性皮膚炎では、

スキンケアの方法や掻破予防の指導、気分転換の

仕方などについて、食物アレルギーでは、エピペ

ンの打ち方や症状出現時の対処方法などをアレル

ギー教室や病棟にて説明している。夏休みにはこ

どもたちを対象としたアレルギー教室も開催して

いて「こども喘息教室」 「こどもエピペン教室」

では企画段階から携わり運営も実施している。ま

た、食物負荷試験は入院での実施回数が増加して

いることもあり、医師と連携を図り、スタッフ全

員が同じ知識で対応できるように勉強会を実施し

たり、医師にカンファレンスを依頼し、調整を

図っている。

院外の活動では、学会や講習会にて発表やPAE

の啓発活動、雑誌の執筆やスキンケア教育教材の

監修などを行っている。また各施設に留まらずに、

協力して活動するために平成22年の10月に近畿

圏内に所属するPAE10名で「近畿ブロック連絡

協議会」を立ち上げた。さらに、小児アレルギー

領域の患者・家族に対するケアの普及のために、

平成24年の12月に近畿地区においてPAE主催の研

究会として「アレルギーケア研究会」を立ち上げ、

活動の範囲を広げている。

1･はじめに

平成21年度に日本小児難治喘息・アレルギー疾

患学会により小児アレルギーエデュケーター制度'）

が資格認定された。育成された医療スタッフが、

コントロール困難な、難治喘息・アレルギー疾患

の予防、治療に医師とともに中心的な役割を果た

すことを期待されている。患者やその保護者が主

体的に自己管理できるような関わりや患者との

パートナーシップを確立して、アドヒアランスが

向上するような患者教育が必要であり、小児アレ

ルギーエデュケーター（以下PediatricAllergy

Educator :PAEとする）がその役割を担うのであ

る。当院では入院、外来通院患者を対象に個別指

導を実施しているとともに、集団教育として月に

2回の頻度でアレルギー教室を開催している。指

導をしていく中で医師との連携、看護師の指導、

他職種との関わり、家族や学校との連携を図る中

で求められるPAEのあり方について述べてみた

い。

2． 1弧Eの役割と院内での活動

現在のアレルギー治療において、ガイドライン

に沿った治療が継続的に行える患者教育が重要と

言われている。しかし医師が指示や処方をするだ

けでは効果は上がらない。そこでPAEの役割は、

主にアレルギーについての正しい知識や治療につ

いての患者教育、技術の指導、自己管理を維持で

きるような継続的な関わりをすること、スタッフ

間や他職種の方との知識の共有や教育などを行う

こと、また施設にとどまらず、地域との連携や調

整役も担うことが求められている。

院内でのPAEの役割としては、入院・外来通院

しているコントロール困難な患児や家族への看護

介入やアレルギー教室での集団指導、さらに、病

棟スタッフに対してアレルギー疾患の勉強会の開

催、アレルギー教室の企画や担当する看護師の指

導を実施している。

3．アレルギー教室の状況と評価

当小児科は免疫・アレルギーセンターを併設し

ており、アレルギー疾患の患者が多数来院され

る。そのため医師や看護師の業務の中でアレル

ギーの指導を行う機会が多いが、アレルギー疾患

患者に対して指導すべき内容が多い。入院治療を

した場合には指導が十分に行えていたが、外来で

の通院治療では十分な指導が行えていないという

のが実情である。さらにアレルギー教室に参加さ
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アレルギー教室の運営や内容は、医師とPAEと

が半年ごとに検討して実施している。教室内での

質問の場は患者との交流会と質問コーナーとして

長めにとり、PAEが進行役となっている。患児や

家族は、普段の診察では医師とゆっくり関わるこ

とが難しいが、交流会の場では「医師にも質問し

やすい｣、 「ぜひ次回も参加してみたい」 との意見

があった。またPAEが中心に行うことで、質問す

るという雰囲気から“患者同士の交流する場”に

なっており積極的な意見交換ができている。

夏休みに実施するこども喘息教室では表2のよ

うに実施している。当院の設備上宿泊を伴う喘息

教室は難しいため、朝9時～夕方16時まで、かな

り過密なスケジュールで実施したにも関わらず、

｢負担なく効率よく1日で学べるよい機会だった」

という意見が多くあった。表2の内容を1日で網

羅するには時間的に厳しい状況ではあるが、 こど

も自身に知識、学ぶ機会を与えることの重要性を

知ることができ、さらに喘息のこども達と深く関

わることで、 PAEとしてこども達から学ぶことも

多かった。そのため、喘息患者や家族のアドヒア

ランスの向上を図っていくことを目指した教育を

これら患者に関わる全ての多職種で継続して実施

していく必要性があると考えている。

れている家族からは、外来診療中は他の患者も多

く、医師や看護師と関わる時間が少ないため質問

がしにくい状況であるとの意見が多くあった。ま

たアレルギー教室の参加者が減少していたことも

あり、他院通院中の患者や地域にもアレルギー教

室の参加を呼びかけている。その効果もあるのか、

患児が通園・通学している学校からアレルギー教

室の参加や、勉強会の依頼が多数ある。そのため、

集団指導や多職種と十分関わる機会を提供するた

めにアレルギー教室を継続して行っている。

1）アレルギー教室の実際

院内活動で重点的に実施していることが、アレ

ルギー教室である。喘息、アトピー、食物アレル

ギー教室と題し、それぞれ月に1回の頻度で家族

にむけてのアレルギー教室を開催している。担当

者は表1のように多職種で担当している。その中

で、当初自分は病棟看護師として医師が指定する

内容を担当していたが、よりアレルギーの知識を

もった看護師としてアレルギー疾患に関わりたい

と考えPAEの資格認定を受けた。資格を取得す

る前も、アレルギーの知識や経験はあったものの

意識してアレルギーについて教育していなかった

ことに気付き、資格取得後はアレルギー教育の重

要性を認識してアレルギー教室に関われるように

なった。

表1 アレルギー教室の概要

表2 こども喘息教室
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項 目 詳 細

目 的 集団指導と他職種と関わる機会の提供をする

方 法 日程：月2回 14時～16時

場所：病院の会議室

1部： 3名の講師による講義（各25分）

2部：患者との交流会と質問コーナー（約45分間）

教室とメンバー 喘息教室 医師、恥E、病棟看護師、理学療法士、臨床心理士

アトピー教室 医師、恥E、病棟看護師、臨床心理士、保育士

食物アレルギー教室 医師、恥E、病棟看護師、管理栄養士

項目 詳 細

目 的 喘息患者や家族のアドヒアランスの向上を図る

内 容 気管支喘息の病態説明、気管支喘息の治療、気管支喘息の検査、心理介入、喘息日記、ピーク

フローの説明、吸入指導、腹式呼吸の方法、運動負荷試験、アクションプランの作成、喘息ク

イズ大会

方 法 日程：夏休み期間の1日（9時～16時）

場所：病院の体育館

メンバー 医師、恥E、病棟看護師看護師、理学療法士、臨床心理士、保育士、学生ボランティア
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表3 こどもエピペン教室

2）こどもエピペン教室の実際（表3）

今年度は食物アレルギー教室の参加者が地域や

学校からなどかなり増加していたこともあり、 こ

ども達へむけて「こどもエピペン教室」を実施し、

さらに院外へ出向いてのエピペン教室も行ってい

る。

エピペンを打てるようになろう ！ と題した「こ

どもエピペン教室」は、 こども達自身が、誤食に

よる症状について正しく理解・判断し、適切に対

処できるようになることを目的に、表3のように

内容を決めて実施した。医師、 PAEにて作成した

グレード表、チャート表を使用し、 こども達のグ

ループにはPAEが1人必ず参加し、確認とふりか

えりをおこなった。体験談では今までにこども達

が経験した、アナフイラキシーに至るまでの状

況、誤食がおこった過程、症状が出るかもしれな

い、 または出た時の気持ちなどをグループで発表

してもらい、体験を共有する機会を作った。また

保護者達のグループには医師が入り、 こども達に

起こった症状やその対処、親が感じている不安な

どについて情報を共有した。それぞれが様々な体

験をしており、 こども達自身も言語化することで

症状のふりかえりができたこと、家族は医師との

関わりにより不安の解消、知識の確認ができたこ

と、そして医療スタッフもこどもたち自身がどう

感じているのか、アレルギー症状の出方などにつ

いて再認識することができた。参加者からは「参

加して良かった｣、 「エピペンを打てそうな気がす

る｣、 「こどもにとってわかりやすいものだった｣、

さらにチャート表やグレード表を持ち帰られるも

のにしたことについては、 「自宅でもふりかえり

ができそう｣、 「周りの友達や先生に助けてもらえ

そう」など、親から前向きな意見が多くあった。

このようなエピペンを必要な当事者や周りの環境

を考慮した教室は、 こども、親、医療スタッフが

体験を共有できたことによってより有意義なもの

となった。PAEとしてこの経験を、学校や保育園

にもつなげていき、エピペンをもつこどもの環境

を整えていけるように啓発活動を実施すべきだと

改めて認識する機会となった。

4．地域で実施したエピペン講習会質問紙調査

ある小学校で学校関係者を対象に誤食による症

状について正しく理解・判断し、適切に対処でき

るようになること、関連講習会受講経験のある関

係者にはふりかえりができることを目的にエピペ

ン講習会を実施した。講習会前後に同意を得た24

名を対象として無記名方式の質問紙調査を行っ

た。今までにエピペンの講習会を受けたことがあ

るかという質問に対しては､｢ある｣が18名､｢ない」

が6名であった。エピペンの使い方、置いている

場所を知っているかについては、担当するクラ

ス・学年・部活に該当する生徒がいる先生のみの

回答ではあるが、全員が「はい」だった。さらに

講習会前後で変化した項目では、③エピペンに対

して不安はあるか、の項目では、 「不安のある」

人は講習会前の17名から19名に、 「不安のない」

人は2名から5名となった。また実施後に、①エピ

ペンを使用する状況になることに関する不安、②

実際に使用することが不安、の項目が増加したも

のの、③エピペンを打つタイミングがわからな

い、⑤副作用が起こらないか、についてはかなり

減少する結果となった。さらに④実際にエピペン

を使うことになった時に打つ自信があるかの項目

では、 6段階評価（全く自信がないを0、自信が

あるを5）の結果、講習会前の平均2.36が講習会

後では3.68に増加していた。

今回統計処理は行っていないが、以上の結果か

ら講習会に効果があることが推測できた。しかし

関連講習会の受講状況で、受講経験があるにもか
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項目 詳 細

目 的 こども達自身が、誤食による症状について正しく理解・判断し、適切に対処できるようになる

こと

内 容 食物アレルギーについて、アナフィラキシーについて、エピペンの打ち方、体験談、対処法の

確認、親子でふりかえり

方 法 日程：夏休み期間の1日（13時～16時）

場所：病院の会議室

メ ンバー 医師、恥E、病棟看護師
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後も院内での関わりを密接にし、アレルギー教室

を通してアレルギーに興味をもって関われるよう

な取り組みを継続して行っていく必要がある。こ

れらの活動の継続はアレルギー疾患児のアレル

ギーマーチの予防、アドヒアランスの向上、患

児．家族の安心感につながるため、今後も毎月、

新しく正しい知識を提供することができるよう、

アレルギー教室の運営に尽力していきたい。限ら

れた環境で、限られた患者にアドヒアランスの向

上を図っても全てのアレルギー疾患に悩む患者、

家族を救えるには及ばない。そのためには院外で

の活動として、当院のPAEが中心となってアレル

ギー教室やアレルギーを通じて知識を深めていけ

る機会を作る必要がある。クリニックや地域との

連携を図り、当院で教育した内容をフィードバッ

クできる体制を整えることで、 より多くのアレル

ギー疾患で悩む患者、家族に関わることができ

る。さらに医師とPAEが協力し院外の依頼に対応

できる体制は、地域に出向くことで地域とのつな

がりも出来、アレルギー教室を広く宣伝できる効

果も期待できると考えている。このように、アレ

ルギー疾患に悩む家族に対して様々な職種で関わ

れるよう、 PAEが中心となって連携の調整をす

る。こういった活動を続けることがMEの啓発活

動となると信じ、早期に様々な職種に広がってい

くことを期待する。

かわらず不安を感じている人が多数おり、今回実

施したアンケートや今までの講習会後の感想など

ではエピペンを打つ「判断」が不安だという意見

が多くあった。実際打つ手順や方法は練習するこ

とはできるが、アレルギーをもつ児童のアナフィ

ラキシーの起こし方は個々に異なり、いつ打てば

良いのかという不安が解消できていないと考えら

れる。さらにアナフイラキシーが疑われる場合に、

居合わせた教職員が本人に代わってエピペンを注

射することは医師法違反にならない。また、平成

20年3月より幼稚園、学校の教諭、平成21年よ

り救急隊員2)、平成23年3月より保育士は、エピ

ペンを打つことが可能となっている。平成25年7

月には、 日本小児アレルギー学会の「一般向けエ

ピペンの適応」 3）で示されたように『アナフィ

ラキシー症状が一つでも疑われた場合に使用すべ

き」 となった。 しかし実際は、今回の結果のよう

にエピペン注射に対する知識不足や経験不足等か

ら、不安を払拭するには至っていない。このよう

な情報（知識）を得る機会の積み重ねが、緊急時

の対応と判断の迷いを払拭する材料になると考え

る。 これまで院内での講習では、エピペンに必要

な本人や家族を重視した内容のエピペンの薬効、

持続時間、使用方法、保管場所、携帯方法、アナ

フィラキシー時の対応であったが、今後はこれま

での内容に講習会対象者のニーズも取り入れるな

どしながら、何度も講習会を受講できるようにし

ていきたい。これらの活動がエピペンをもつ患児

や家族が安心した生活ができることにつなげてい

けるよう、エピペン講習会を繰り返し実施する必

要性があると考える。

文 献

1） 日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会， 「小児アレ

ルギーエデュケーター制度」

http://jspiaad.kenkyuukai.jp/special/index.

asp?id=7248(アクセス2014.1.5)

2） 「救急救命処置の範囲等について」の一部改正につい

て（依頼）（21ス学健第3号)，平成21年7月30日

http://www.mext.gojp/b_menu/hakusho/nc/1291673.

htm(アクセス2014.1.5)

3）日本アレルギー学会， 「一般向けエピペン③の適応｣，

平成23年7月24日

http://www.jspaci.jp/modules/important/index.

php?page=article&storyid=26(アクセス2014.1.5)

5. PAEとしての今後の課題、展望

当院ではPAEを中心に、夏休みこども向けの教

室、月2回のアレルギー教室を多職種で続けてい

くこと、院外活動を継続しておこなうことを目標

としている。現状では、院内活動において医師や

看護師、PAEを中心とし、多職種と連携してアレ

ルギー教室を実施している。今後も院内での関わ

りを密接にし、アレルギー教室を通してアレル

ギーに興味をもって関われるような取り組みを継

続して行っていく必要がある。また当院が17年間

継続しているという経験、 PAEが多数在籍してい

ること、地域中核病院であることからも多職種と

の連携が図りやすい環境であることを生かし、今
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小児外来看護師による子ども虐待への取り組み

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院看護部師長島本真弓

元公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院看護部精神看護専門看護師

阪本清美

キーワード：児童虐待、外来看護、地域連携

1．はじめに

厚生労働省によれば、2012（平成23）年度の

児童相談書における児童虐待相談対応件数'）は

66,701件で増加の一途にある。日本看護協会2）

が2002年に公表した指針には「看護職（保健師．

助産師・看護師・准看護師）がさまざまな場面で

虐待の予防と早期発見・早期対応ができる立場に

あり、看護職が職種や働く場の違いを超えて連携

することで、より早期の有効な子ども虐待対策が

実現できる」 とある。

本稿では外来看護師が中心となった子ども虐待

に関する一施設の実践について報告する。

が所属しており、主任看護師が子ども虐待対策斑

のリーダーを担っている。

3．子ども虐待への取り組みの経緯と実際

1）病院内での取り組み

当院では、2010（平成21）年度にリエゾン精

神看護専門看護師が看護部虐待対策委員会を発足

させた。委員会は、小児外来主任、救急外来主任

(救急看護認定看護師)、小児病棟師長、NICU師

長、助産師といったメンバー5名で構成された。

初年度は、 リエゾン精神看護専門看護師によるメ

ンバーへの教育と発見の技術習得が主な活動で、

翌2011 (平成22)年度から計画的な実践を開始

した。同時に小児科医師、 ソーシャルワーカー、

事務職との調整を経て、2012年度末にDV/虐待対

策チームとして医療安全管理室の下部組織に位置

づけられた。その結果、虐待の発見件数が把握で

2．施設概要

当院は、病床数699床（33診療科）の地域医療

支援病院である。産科28床、小児科38床、

NICU18床を有する。小児外来は、 10名の看護師

〆 、

医療安全管理室

可 '

口

Ｌ
｜
川

司1

コ『

DV・虐待対策チーム

’ ’

DV班 子ども班 高齢者班

図1病院内の子ども虐待班の位置づけ
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(1)外来での実践

小児科外来では、子ども虐待に関する知識と技

術が定着している。当院のデータ3）では、看護

部虐待対策委員会が創設された翌年から翌々年に

かけて報告数が倍増し、その後微増を続けている

(図2－1）。報告された子ども虐待の内訳は、身

体的虐待が反鍔を占める。また子ども虐待班に報

告されるケースの半数は、体重増加不良と育児困

難例であることがわかる（図2－2)。体重増加

不良と育児困難では看護師が育児相談を実施して

いる。そこで生活について聴き、具体的な育児方

法を指導しながら自信が持てるようケアし、不安

が強まった際に相談できるところであると繰り返

し伝えている｡毎月約50件の相談があり、経験上、

きるようになり、発見数は急速に増加した。

2013（平成24）年度の組織図を図1に示す｡｢子

ども虐待対策斑」は21名が所属しており、小児外

科、小児科、救急部、形成外科、整形外科、産婦

人科、脳神経外科の医師と、外来統括師長（看護

副部長)、産科病棟師長（母性看護専門看護師)、

小児病棟師長、NICU師長、外来看護師、MSW、

事務部、 リエゾン精神看護専門看護師で構成され

ている。マニュアル作成・改訂と年1回の全職員

対象研修の開催、研修医へのオリエンテーション

などの教育的役割を担っている。

子ども虐待対策斑ではリーダー看護師を中心と

なって開拓が進めている。外来だけではなく、組

織横断的な活動について具体的に述べる。

(件）
90

■身体的80

70

60 －

■ネグレクト

50

40

30

｜
’ ■その他(心理

的･性的）

－－

20 ~

０
０

１

2012年度 2013年度

図2－1 子ども虐待の内訳と推移

2011年度

(件）
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■体重

■育児困難
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図2－2虐待関連報告件数の内訳

（育児困難，体重増加不良を含む）

2011年度
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育療

約6ケ月後には安定する。

母親（養育者）への関わりが中心になりやすい

が、当院では子どもとの関係性を作るために、手

作りの人形や絵本、オリジナルのマスコットなど

をコミュニケーション媒体として利用している。

2）地域との連携

虐待対応件数が増えたことで児童相談所、保健

センター、子育て支援室との接点が増えた。年数

回、公的機関や社会福祉関連団体、教育機関での

講演依頼があり、啓蒙活動をしている。

子ども虐待の発見、介入が可能になると予防へ

の意識が高まった。 2012年度末に子育て支援室に

地域連携ネットワークづくりを提案した。 「○○

子育て支援ネットワーク」 と称する活動の一環と

して役所のボランティアと、子ども虐待班の小児

科医師・ リーダー看護師が保育所などで「子ども

の権利教育」を行っている。

(2) NICUでの実践

産科が都道府県の産科総合援助支援システムに

参画している背景から、未受診妊婦やハイリスク

妊婦が来院され、出産後にNICUで治療を必要と

するケースも多い。NICUでは、生後まもなく高

度医療を必要とする子どもたちが多い。出産後に

子どもの障がいを知らされた場合、母親が自責の

念に駆られ抑うつ傾向に陥ることもある。妊娠中

に児の障がいを告知されていても、多くの医療機

器に囲まれたわが子を目の当たりにすると情緒不

安定になる。そのため看護師が虐待・育児困難を

アセスメントできるよう教育的に支援している。

また医師や看護師とカンファレンスを実施した

り、NICUからの連絡で外来看護師が出向くこと

もある。 これがファースト ・コンタクトとなり、

良好な外来ケアにつながる。母親が外来看護師と

ともに、その子なりの成長をよろこび合う関係へ

と発展していく。大抵10ヶ月関わりつづけると母

親から自発的に子どものことを話すができるよう

になる。

子ども虐待対策斑リーダー看護師がこうしたケ

ア実践をみせることで他の外来看護師の実践能力

を向上でき、一人で実践できるようになる。

4．今後の課題

当院の子ども虐待への取り組みは6年目を迎

え、発達障がいをもつ子どもの親や保育士から相

談を受ける機会が増えた。小児科外来で臨床心理

士と看護師が「発達チーム」をつくり、虐待予防

の観点から認知行動療法を応用できるような支援

を始めている。

規模の比較的大きな病院では、子ども虐待班の

活動を周知しにくい。どの病棟でも子どもが入院

する現状にあることから、院内での啓蒙・普及が

課題になっている。

子ども虐待ではさまざまな職種と協働する。そ

れぞれ法的背景も倫理観も異なるため、病院で働

く看護師としての立場や倫理観に立ち戻って考え

ることも多い。これからも互いに連携できる部分

を少しずつ探りながら子どもの成長発達の支援を

続けたい。

(3)助産師との連携

2012年度に産科病棟師長が子ども虐待斑のメ

ンバーとなり、早期に子ども虐待を発見し、対応

できるように連携している。助産師から子ども虐

待班リーダー看護師に連絡があり、小児外来で継

続フォローする件数が増加した。

現在、数百件のケースをフォローしている。地

域関連機関との情報共有に同意が得られないケー

スは他の社会資源につながるまでケアすることを

目標にして関わっている。

本稿は北野病院医の倫理委員会により公表を承

認されたものである。

引用文献

1）厚生労働省．平成24年度福祉行政報告例の概況,p8,

「児童相談書における児童虐待相談対応件数， （公表

2013-10-29)， （オンライン）入手, (http:"www.mhlw.

gojp/toukei/saikin/hw/gyousei/12/dl/gaikyo.pdf), (参

照2013-12-.01).

2）社団法人日本看護協会出版会（2002）看護職による

子ども虐待予防と沿う発見・支援に関する指針．
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3）島本真弓（2012）チームで取り組む子ども虐待対策

委員会での学びを基にした小児科外来における実践，

子どもケア， 日総研出版， 7(5)， 38-45.
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防止等のための医療機関との連携強化に関する連携強

化に関する留意事項について．

・加藤曜子（2007）要保護児童対策地域協議会への移
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・高岡昂太（2008） 子ども虐待におけるアウトリーチ
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いじめ問題への対応の方向性

四天王寺学園中学校カウンセラー阪中順子

キーワード：カウンセラー、いじめ、学校生活、校内体制

1．はじめに

大人の社会であっても子どもの社会であって

も、人間関係のあるところ、いじめは残念ながら

どこでも起こりえるものと思われる。2012年度、

大津市の中2男子自殺問題を受け、文部科学省は

いじめの緊急調査を実施したところ’)、 4月か

ら9月までに国公私立の小中高校などが把握した

いじめの件数が約14万件に上り、2011年度1年

間（約7万件）の2倍以上になったことが報告さ

れた。 「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、

嫌なことを言われる」の割合が66.8％（平成23年

度65.9％） と最も多いが、 「学校現場でいじめへの

問題意識が高まった結果」 と考えられる。この調

査結果公表の5日後には、 「いじめの存在を否定

するのではなく、いじめを早期に認知し、認知し

たいじめを解消するための適切な対応をするよう

に」 との通知が出された。

かつて、院内学級の担当者をしていたことがあ

る。様々な難病を抱えながら子どもたちは、けな

げに治療に向かい、入院中でも許可が得られると

前籍校に登校したり、退院が決まると、不安な思

いを持ちながらも期待に胸をふくらませて前籍校

に復帰していった。しかし、そんな気持ちとは裏

腹に学校に行くことができなくなってしまった子

どももいた。手術や投薬の副作用による脱毛など

ボデイイメージの傷つきから、いじめられること

を恐れて登校できなくなってしまったケースであ

る。

病気が癒えた後も健康上のハンディーを抱え、

学校における友だちとの関係での不安をぬぐい去

れない子どもたちが、登校できなくなってしまう

という不幸な状況を生み出さないためには、誰も

が安心して学ぶことのできる、 「ささいに見える

行為」も含めていじめのない学校づくりを不断に

進めることが求められる。

長期入院を迫られるような子どもの数は多くな

い。しかし、病弱の子どもも含めて、誰もが行き

たくなるような学校の姿を描くことができるかど

うかが、いじめ問題を考えるうえで欠かせないこ

とであると思われる。

2． 「ささいに見える行為」の及ぼす甚大な被害

「いじめ」 とは、文科省の問題行動の調査基準

によれば、 「子どもが一定の人間関係のある者か

ら、心理的・物理的攻撃を受けたことにより、精

神的な苦痛を感じているもの」で、 「いじめか否

かの判断は、いじめられた子どもの立場に立って

行う」 となっている。国立教育政策研究所の『い

じめの理解Leaf7j2)では、 「いじめ」を理解す

るうえで、 「代表的な行為は、からかいやいじわ

る、いたずらや嫌がらせ、陰口や無視などで、事

件化した事案のように激しい暴行や傷害を伴うも

のは例外的です。個々の行為だけを見れば、好ま

しくはないものの、 “ささいなこと''、 日常的によ

くあるトラブル、 という点が特徴です。しかし、

そうしたささいに見える行為をしつこく繰り返さ

れたり、複数の者から繰り返されたりすること

で、いらだち･困惑・不安感・屈辱感．孤立感．

恐怖感等がつのり、時に死を選ぶほどに被害者が

追い込まれることから、いじめを問題視していく

必要があるのです。ささいに見える行為の累積が

もたらす甚大な精神的被害という “目に見えにく

い”攻撃行動に適切に対応するには、行為自体が

"目に見えやすい” 「暴力」 とはしっかりと区別し

て考えていく必要があります」 と、指摘されてい

る。

気づかずに見過ごしたり、気づいてもふざけや

よくあるトラブルと判断して見逃したりしやすい

｢ささいに見える行為」でも、積み重なれば受け

手に精神的に甚大な打撃を与える場合があるとい

うことを深く認識する必要がある。言葉や無視に

よる心理的な攻撃も含めて、暴力を受けると心と
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かつたであろう、いじめに関する事例について検

討を加えたい。

身体が深く傷つけられ、安心・安全が奪われるこ

とを、改めて教員間で共通理解することが大切で

ある。

4．取り組みの一例（プライバシー保護のために

重要な情報は意図的に変更してある）

1） 「見守り隊」 （小学校3年生）

ストレスを抱えて問題行動が多発している児童

c男と、みんなからことあるごとに責められてい

るふたりの児童が気になっていたが、なかなか学

級の問題・学年の問題ととりあげられずにいた。

その責められがちなB男が、 「A男が何かかわい

そう、いじめられている」 と漏らしたことから、

A男に話を聞くことになった。

A男は、クラスの中で居場所を感じられず、C

男をはじめみんなから自分だけがきつくあたられ

る。 このままではいやだと話した。一緒に解決策

を考える中で出てきたのは、A男が自分でクラス

全体に訴える、担任にこのようなことがないよう

に話してもらう、担任が中心になり話し合いの機

会を持つ、一番きつくて困るC男たちを叱っても

らう、そのまま様子をみる、などいろいろであっ

た。結果的に、数人の友だちに一緒に考えてもら

いたいということになり、一緒に考えてもらう友

だちをA男があげることになった。まず、一番仲

のいい友だち、次に今の辛い気持ちをわかっても

らえるからとB男…、あっけらかんとしている優

しいと思われる子の名前など、A男は挙げていっ

た。またそのメンバーを書き出しながら、 「強い

子を入れないと…」 ときつく言いがちな子も自分

で選んだ。 3年であってもこれだけ考えることが

できるのかと、 自分の思い込みを反省させられる

思いであった。

昼休み等にA男が選んだ数人のチームで対策を

考えはじめた。選ばれたという感覚もよい影響を

与えたのか、メンバー間で真剣にどうしたらよい

のかを考えた。子どもたちから誰ともなく 「見守

り隊」 と呼び、 「先生、次いつ集まろう」 と自分

たちから動こうとするようになった。何回か集

まっていると、一番きつくあたっていると思われ

るC男が自分も入りたいと申し出てきたことか

ら、 「見守り隊」が作られたこと自体が抑止力に

3． 「見ようとしないと見えない」いじめ

今からもう8年程前にもなるが、筑前町教育委

員会では、 2006年10月に発生した自殺事案に対

して、 11月7日には調査委員会を発足させた。そ

の中間報告（2006年12月12日)、最終報告（12月

29日）によれば、いじめに対する認識が甘く、適

切な対応がとれなかった学校に対して、その責任

を指弾している。 「教師が生徒の悩みや「いじめ』

を把握するためには、 よく接触し、 『見ようとし

て見なければ、見えないj という難しさがある。

しかも中学校の教師の場合、教科担任制であり、

個々の生徒に接触する時間は非常に限られてい

る。また、見なければならない生徒の数も多い」

と学校現場の大変さに理解を示しながら、 「しか

し、それでもなお、教師としては「見る』努力が

求められる」 と教師の生徒への関わりの基本姿勢

について提言を行っている。

このように、今まで、報告書や通達などで、い

じめは「見ようとしなければ見えない」 ことが指

摘され、その認識の重要性が繰り返されているに

もかかわらず、学校現場では「ささいに見える行

為」を見過ごし、居場所をなくし孤立感を抱いて

いる子どもたちに十分に寄りそってこられなかっ

た現実があるのではないだろうか。そのため、大

津の事案がきっかけとなり、 「いじめ防止対策推

進法」が生み出されたのではないだろうか。

「昔からいじめがあって、そんな小さなことに

目くじらを立てないで、いじめたりいじめられた

りして子どもは大きくなっていくのだ」 という意

見を聞くこともある。そのような意識から、教員

も児童生徒も「これくらいのことはよくある」 と

いう思い込みにより、明らかにいじめと考えられ

る事態を放置してきたことも否定できない。法の

制定によって、人権問題にきちんと取り組めと迫

られていることを心にとめておくべきであると思

われる。

次に、見ようとしなければ見ることができな
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なっているのではないかと思うに至った。数回集

まった後に、A男からは、困ったこと、嫌なこと

がなくなったという声も聞かれたことから一定の

成果が出たと考え、 「見守り隊」は解散した。

この2つの事案の取り組みに先立って、A男や

B男、D子に、何気ない日常の中で「困ったこと

はない？」 と問いかけても、3人とも 「ない」 「大

丈夫」 と返していた。小学生であっても、 自分だ

けが辛くあたられたり、いじめられたりしている

ときには、そのことを認めたくないという心理が

働くものと思われる。 3人の場合も、自分が悪い

からだとか、いじめられるのは弱いからだと思い

込んでしまい、弱い自分を大切なものと思えなく

なり、為す術がないままに苦しんでいたのかもし

れない。 「いじめられる側にも問題がある」かの

ように受け止められかねない認識や言動を教員が

行えば、いじめている児童を、はやし立てたり周

りでみていたりしている児童は容認することにな

りかねない。発達上の課題を持つ児童生徒に対す

る理解についても、それが適切であるかどうか振

り返ることも重要である。

自殺予防について、「きようしつ」 というキャッ

チフレーズを考えたが、いじめも同様であると思

われる｡いじめの芽にきづく高いアンテナを持ち、

いじめられている子ども、いじめている子どもの

言葉にならない声をよく聴き、その気持ちや感情

をうけとめ、しんらいできる人とつながり、一緒

に解決策を探ることが何より大切であると考え

る。

2）新しいことにチャレンジ（小学5年生）

いじめがおきているのかもしれないと気になり

つつ見守ることしかできなかったことがあった。

しかし、あるとき、席替えの様子からE子がD子

を疎外している現場を見たことをきっかけとして

直接かかわるようになった。E子は、どれだけク

ラスのみんなも先生たちもD子のことで困ってい

るかをとうとうと話した。D子からも話を聞くと

F男から暴力をふるわれていることなど嫌なこと

困ったことを一気に話し出した。その2， 3日後、

F男の暴力がおこった。 これを知り得たのは、何

人かのD子を心配している教員からの情報であっ

た。もし、その情報がなければ、 F男への関わり

はできなかったと思われる。

F男の話を丁寧に聴いた。F男はいらいらした

ときにD子を殴ったり蹴ったり、家でも3歳年下

の妹に暴力をふるっていることが判明した。本人

も今までの辛かったことやしんどい思いを泣きな

がら話し、何回も直そうと思ったが直せなかった

辛さも語った。その対応策を一緒に考えた結果、

授業の始めにやっていた立腰に息を長く吐く呼吸

法を交えて行うことと、いらいらしたときや腹が

立ったときには、その腹立たしいことが起こって

いる方に背を向け、息をブーツと吐いて腹式呼吸

することにチャレンジすることになった。できた

かどうかのチェック表も一緒に考え、ほぼ毎日

カードに自分から記入した。しばらくして効果を

尋ねると、 「もやもやを解消するのに（立腰や息

を長く吐くは）いい」 と、笑顔で答えた。一月程

たった頃、妹がこの頃兄が優しくなったと言って

いたり、D子への暴力も一切なくなったという。

このように、問題行動を止めさせる努力よりも、

新しいことにチャレンジさせるように働きかける

方が、解決に近づくことが多いように思われる。

1 ）気づく

大切なことは、たった一人の教職員の不適切な

理解が、いじめ行為の見過ごしや見逃しにつなが

りかつたり、一部の教職員の不適切な言動がいじ

めを容認するものと児童生徒に受け止められ、加

害側の行為をエスカレートさせたり、被害者が教

職員に相談することをためらったりしかねない、

ということを認識することである。

1996年1月の「文部大臣緊急アピール」の一

節「深刻ないじめは、 どの学校にも、どのクラス

にも、どの子どもにも起こりうる」 というのは、

様々な長年の調査によって裏付けられている「事

実」を指摘したものである。また、 「いじめ（仲

間はずれ、無視、陰口）の経験率）追跡調査』

2004-20063）では、 「いじめの被害者．加害者は5．取り組みの課題から
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ようにするためのスキルを学ぶことが望まれる。

同時に、教員が取り組むべき大切なことは、

日々の学校生活の大半を占める教科指導の中で、

一方通行の伝達型の授業だけでなく、グループで

話し合ったり、お互いの考えを発表し合ったりし

て、違いを認めあい相互作用を通じて高めあうよ

うな機会をつくることではないだろうか。集団教

育の中で個を尊重することは難しいことだが、昼

食や掃除、学校行事、放課後の部活動など日常の

教育活動のあらゆる機会を捉えて、子どもたちに

仲間づくりを促進することが求められる。ただ、

一人でいるのが好きな子どももいない訳でないの

で、そのような子どもにも学校に居場所をつくる

ことが重要である。

大きく入れ替わるので、被害者や加害者になりそ

うな児童生徒を発見・予見して対応しようとする

よりも、常に児童生徒全員に注意を注ぐととも

に、全員を対象とした取組を行うべき」であると

指摘している。

すべての教職員が、いじめへの正しい理解を

もってはじめて、いじめの芽に気づき、適切な対

応が可能になるのではないだろうか。

2）よく聴き、受けとめる

いじめられている子どもが安心感をもつのは、

｢あなたは悪くない、必ず守る」 と伝え、その上

で思うところをよく聴くことが不可欠である。先

述したように、いじめられている子どもにも、い

じめている子どもにも様々な背景がある。そうな

らざるを得なかった状況や気持ちを理解しようと

することが重要である。しっかり気持ちを受けと

めた後、子どもと共に、どうしたら解決に近づけ

るかを一緒に考えていくことが大切である。

2）自尊感情を高められるような学校つくり

自尊感情の低い子どもは、ストレスを抱え、時

にいじめに走りやすい傾向がある。学校の中に多

様な活動の場や自己発揮できる機会、活躍の場を

用意し、仮に1つのことで自己否定感情が強まっ

たとしても、そこから回復するための別の選択肢

がもてるようにすることが求められる。具体的に

は、 日々の教科学習や体育大会・文化祭などの学

校行事、放課後の部活動や委員会活動などにおけ

る学びや体験を通じて、 自分が誰かの役に立って

いるという実感をもつことが自尊感情を育むうえ

で重要である。

そのためには、 1） とも重なるが、学校を生徒

にとって安心して学ぶことができ、間違っても恥

ずかしさを感じないで済む場とすることが求めら

れる。

3）信頼できる人とつながり一緒に対応する。

信頼できる同僚とは、どういう同僚なのであろ

うか。いじめの正しい認識を共有でき、協働でき

る同僚である。自分のクラスからいじめを出して

いけないという思いにとらわれ過ぎると、いじめ

を表に出すことを鴎曙することになりかねない。

いじめは学校全体の問題と共通理解し、同僚や管

理職と一緒に組織的にいじめに取り組むことが、

解決に向けての鍵になる。

6．いじめ防止の土台になる日常的教育活動

いじめを未然に防ぐためには、プログラムを実

施することも効果的であるが、 日常的教育活動を

見直すことも忘れてはならない。

1 ）仲間作りを進め、安心して生活できる学校づ

くり

いじめられる子どもは、コミュニケーションの

取り方が苦手であったり、発達上の課題が垣間見

られる場合も少なくない。小学生の時から丁寧に

関わる必要がある。児童一人ひとりの個性を重ん

じながら、苦手なところを生き辛さに繋がらない

3）生徒が悩みを相談できる校内体制の構築

一人ひとりの生徒の抱えている不安や悩みは、

生徒の個性や生育歴によってその質や重さが異な

り、大人から見れば小さなものであっても本人に

とっては越えることのできない壁のように映るこ

とも少なくない。そのことをふまえて、いじめの

危機を敏感に察知するとともに相談への抵抗感を

低くし、どんな些細なことでも相談してよいのだ

と感じられるような雰囲気を創り出すことが重要
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である。その点において、生活アンケートや教育

相談週間等の取り組みを全校あげて行うことの意

味は小さくない。また、かえって身近な大人には

相談できにくい子どももいるため、勤務時間数は

少ない（中学校で平均週4時間程度）が、各校に

配置されているスクールカウンセラーとの役割分

担を図りながら子どもにどう対応するかも大切で

ある。また、地域の相談機関や専門機関とも連携

を持ち、その存在を子どもたちにも伝えておくこ

とが大切である。文部科学省が設けている24時間

いじめ相談ダイヤル4）0570-0-78310（なやみ言

おう)や法務省の子ども人権SOSミニレター5)(便

せん兼切手つき封筒）などについても機会を捉え

てアナウンスしておく。

糧になる学びに繋がるように同僚と協力して働き

かけることは、院内学級と前籍校との連携を図

り、病弱の子どもたちと通常学級の子どもたちと

の関係信頼を築くことと根底において共通するも

のであると考えている。
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の糸口を見つける大切さを学んだように思う。

いじめを未然に防ぐために日々に教育活動を充

実させ、いじめの疑いがあったときには、子ども

のもっている力を信じ、子ども自身のこれからの
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小学校における慢性疾患児への支援の歩み

－4年生A君との1年半を振り返って一

愛知県春日井市立八幡小学校校長堀部要子

キーワード：慢性疾患児、保護者との連携、校内支援体制、特別支援学級

1．はじめに

春日井市は、名古屋市の北東に隣接する人口約

31万人の中堅都市である。本校は、市の中心部に

ある学級数12の学校で、特別支援教育を核とした

学校づくりに取り組んでいる。特別支援教育校内

支援体制を構築するとともに、教職員の力量向上

のための研修を実施している。また、通常の学級

においては、授業のユニバーサルデザイン化を導

入し、授業改善への取り組みをスタートさせてい

るところである。

平成25年4月、本校に、病弱・身体虚弱種の特

別支援学級が設置された｡市内の大きな病院には、

以前より4つの病弱・身体虚弱種の特別支援学級

(院内学級）が設置されていたが、小中学校内に

設置されたのは、市内53校中、初めてである。本

稿では、 ここに至る経緯を含め、本校に在籍する

慢性疾患児への支援の歩みを紹介する（表1)。

…5,1）新担任の家庭訪問

2週間入院

病弱教育専門家による教育相談

保護者面談（きょうだい支援）

入院治療開始、以後自宅療養

4月4日

4月10日

5月24日

7月9日

9月10日

…5,2）

※短期の入院は掲載せず。

※上記面談以外にも、随時、保護者と連絡を取り合

い、相談をしている。

2．A君との出逢い

1)A君について

本校に赴任した平成24年4月、重度の慢性疾患

児、 3年生のA君と出逢った。重度の慢性疾患児

と関わるのは管理職として初めての経験であり、

支援の見通しも立たず、戸惑うことばかりのス

タートであった。

4月当初、校内連絡会にて、前担任、養護教諭

からA君の2年生までの様子を聞き、配慮事項の

確認をした。以下はその内容である。

A君は、 4ケ月、 1歳半、 3歳検診でも何も指

摘がなく、健康で大病せず、特に問題のない幼児

期を過ごした。

小学校1年生の6月、痙寧を起こし、救急車で

病院に運ばれ、熱性痙蕊といわれた。しかし、家

に帰ってからも様子がおかしいので再度受診した

ところ、急性脳症と診断され入院となった。痙箪

が頻発し、 1分そこそこの全身痙蕊が1日に1～

2回起こった。MR等の検査をし、入院から1ケ

月ほど経ってから、側頭葉てんかんと診断され、

治療を開始した。その後、連携病院を紹介され、

そこで治療を受けることになった。以後、入退院

を繰り返している。

2年生6月、海馬を一部切除した。2学期以降、

薬の副作用で、攻撃的な行動をとることがあった

と聞く。

表1 A君への支援の歩み

＜平成24年度＞

校内連絡会（確認）

保護者面談（配慮事項確認）

調査・情報収集

保護者面談（今後の方針相談）

校内就学指導委員会

(特別支援学級設置申請へ）

運動会…エピソード①

作業療法士による巡回相談

緊急時対応マニュアル作成

入院治療開始（～1月下旬まで）

個人懇談会で病状と治療状況確認

保謹者面談（再登校に向け確認）

再登校開始…エピソード②

…2,1）

…2,2）日
日

９
－
５

月
月
月
月
月

４
４
５
７
９ …3,1）

…4,1）

…3,2）10月

12月

1月24日

1月25日 …4,2）

＜平成25年度＞

病弱・身体虚弱特別支援学級設置

保證者面談（相談・確認）

4月

4月3日
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校内連絡会では、学校でやらせてよいこと、やら

せてはいけないことを共通理解するとともに、汗

が出にくいため霧吹きで皮層にこまめに水をかけ

るとよいなどの配慮事項を確認し合った。 3月に

は迷走神経刺激治療の手術を実施したということ

なので、その後の対応を聞くためにも、すぐに保

護者面談を実施することにした。

2)A君の保護者との連携

4月9日、始業式の日の午後、A君の母親が来

校した。新担任、養護教諭、特別支援教育コー

ディネーター、管理職で面談を行った。

母親がこの面談に持参したものが2点あり、こ

れが以後の連携に大変役立っている。

1点目は、A4サイズ2枚にまとめられたA君

プロフィールである。

中でも、 「緊急時連絡先優先順位（電話番号リ

スト)」 「病気の説明と治療歴」 「痙寧を起こしたと

きの対応方法」の記述が大変ありがたかった。

2点目は、救急車を呼んだときに救急隊員に渡

すカードである。これは、どの職員でもすぐに分

かるように職員室入り口のキャビネットに保管

し、すぐに取り出せるようにしてある（写真1）。

応、教室移動時の対応、行事への参加方法、体育

や運動面の配慮、本人の病気についての認知度、

他の子ども達への説明方法、保護者の付き添い方

法等について、具体的に話し合い、確認し合っ

た。

3) A君の病状と学校における対応

1学期が始まった。緊急時に備えて、担任には

学校用携帯電話を常時身につけさせ、何かあった

ときはすぐに職員室に電話し、職員室に居る者が

教室に走る、ということにした。

3年生のときの攻撃的な行動が出る薬を減らし

たため、行動は落ち着いている。しかし、突然固

まるという発作が頻発し、多いときで1日に30回

程度起きた。発作が起きたらすぐに横に寝かせて

様子をみる。担任は霧吹きで水をかけたり、迷走

神経刺激治療の胸に埋め込んである機械に磁気を

当てたりする。発作が5分を超えると長く続く場

合が多いので、保健室に搬送する｡長いときには、

約2時間、意識が戻らないこともあった。担任は

その度に授業を中断してA君の対応をし、職員室

からは管理職や主任が、保健室からは養護教諭が

駆けつけた。A君の母親も大変協力的でよく付き

添ってくれたが、発作の頻度が高いため、その場

に居合わせることができないこともあった。保護

者不在のまま意識がもどらない状態が長く続くと

きには、救急車を呼んだほうがいいか、両親が無

理なら祖父母に来てもらおうか等々、横に付き添

いながら判断に迷うこともあった。

こういった状況の中、現状を改善する方策を考

えるために、調査・情報収集を続けた。A君の治

療方針等については母親を通して聞いた。医療の

情報については医療関係者や書籍等から入手し、

制度上の方策については市の教育委員会と相談し

た。
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写真1 救急車カード

これには、現在行っている治療や服用薬名まで

書いてあり、直接A君と関わりのない者でもすぐ

に対応できる。

このA君プロフィールと救急車カードを見なが

ら、保護者からA君の病気と対応について説明を

受けた。その後、学校生活における留意点を確認

し合った。痙掌が起きたときの対応、授業中の対

3.A君への支援体制づくりに向けて

1）病弱・身体虚弱種の特別支援学級設置申請へ

調査・情報収集の結果、A君のための病弱・身

体虚弱種の特別支援学級設置を県に申請する方法

にたどり着いた。そこで、 7月の個人懇談後に校

長室で保護者面談を行い、対象児童1名での特例
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月、学年男児全員で一斉に走ったところ、運動会

の紅白リレー選手候補になった。選手は学年で4

名である。学校としては、病状を考えたらと迷う

ところであったが、検討の結果、本人の気持ちと

保護者の意向をもとに判断することにした。本人

は紅白リレーに出たいと言い、保護者は主治医も

認めてくれたし迷惑をかけることは分かっている

が是非出してやりたいと強く希望された。入退院

を繰り返し、活動の場も限定される中、何とかA

君の思いを遂げさせてあげたいと考え、 リレー選

手に決定した。しかし、想定される問題が多かっ

たので、運動会に向けて、打ち合わせを重ねた。

補欠児童とA君の父親が全力疾走で伴奏し、突然

の発作が起こった場合には即座に交代できるよう

にした。補欠児童の保護者・本人もA君のために

と気持ちよく協力してくれることになった。養護

教諭と母親は万が一に備えて待機。体育主任も審

判係も、競技後にA君に対する不満が出ないよう

に備えた。

運動会当日。A君は、走り通した。管理職とし

ては覚悟の要る決断であったが、笑顔満面のA君

の喜ぶ姿を見ると、本当に良かったと思った。A

君のためにと、周りの大人達も子ども達も自然に

力を合わせることができた。そのことに感謝した

い◎

2）学校に戻れる！お母さんも頑張りましたエ

ピソード②

3年生10月より病状が悪化した。一日に痙掌を

入れて発作が50回起きる日もあった。薬を調整し

申請なので可能性が高いわけではないがと断った

上で、設置申請についての意向を尋ねた。母親か

らは、病院に院内学級があることは知っている

が、本人が今の友だちと一緒にいたいと希望して

いるので八幡小学校にお世話になりたいと考えて

いる、一度家族で相談してみるという回答をも

らった。

数日後、特別支援学級が新設されるなら入級し

たいという申し出があった。そこで、 9月の校内

就学指導委員会で審議をし、設置申請することを

決定した。

2）緊急時対応マニュアルの作成

9月、作業療法士の巡回相談時に、発作時間・

発作種類による緊急対応の方法をまとめた緊急時

対応マニュアルを作ったほうがいいと助言を受け

た。病状を正確に把握している母親に原案を作っ

てもらい、医師に確認してもらう形で作成すると

よいということもつけ加えられた。

そこで、母親に依頼し、マニュアルを作成して

もらった（図1)。これを全教職員で共通理解し

合い、支援体制を整えた。

A君を守るためのマニュアルである。自分たち

教職員にとっても、いざというときに備えるため

の大事な支えとなった。

4．支援を進める中でのエピソード

1）運動会で紅白リレーの選手に選ばれた1 エ

ピソード①

A君は、体格もよく走るのも速い。 3年生の9

0000緊急時の対応

(懸臘¥}[ (鏡…］
￥与畢

匡一としている．

痩墨なし．走顛なし． (篭;宝:鰡蹴？…可
等

保膜者に連絡

1母鐸O80－OOOO－△△△△

2自宅 0600－△△－0000

3父舞O80－OOOO－△八八八 ▼
与り 与

（ 保湿者が到曽するまで横に褒かせ機子をみる。
(H24．10瑛在）

図1 A君の緊急時対応マニュアル
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ても発作を押さえ込めないとのことで、 10月25

日に入院し、 11月に側頭葉・前頭葉の手術、 12月

に軟膜下皮質多切手術を受けた。 1月、退院して

学校に登校できることになった。

1月24日、翌日からの登校に備え、母親に来校

してもらい入院中の経過や現状を伝えてもらっ

た。このときにも、母親は自作の｢入院中の経過」

｢体の状況と学校で必要となると思われる介助方

法」 「出校予定スケジュール」 という3点の紙面

を持参してくれた。これをもとに説明を聞いたが、

大変分かりやすく、対応策を相談する上で役立っ

た。

A君は入院前と病状が変わっていた。左半身に

不自由が生じている。左腰の痙箪は常時あり、左

口角のびくつきがあるので大きな声が出ない。左

手の握力は4kg程度に落ち、腕は持ち上がるが細

かい動きはできなくなっている。左側の支えがあ

れば歩くことができる、等である。

はじめのうちは2～3時間程度の登校をする。

本人は学校での勉強を楽しみにしているので、体

育以外で授業を組むことにした。

保護者付き添いの方法も相談した。左半身に不

自由さがあるので、教室の一番後ろで母親が左側

に座るように席を設けることにした。

さらに、学校に戻る日に、母親から学年の子ど

も達全員に説明をすることになった｡子ども達も、

どうすればいいか理解できれば、そのように行動

できる。きちんと伝えてあげることが大切だと考

えた。

病気治療のため手術をして体の左側が動きにく

くなったということ、強く人や物が当たると転ん

でしまうこと、大きな声で話せなくなって聞き取

りにくくなったことなど、A君の変化について母

親から話してもらった。その後、A君への接し方

について、 「A君へ○○してもらえると嬉しいな」

という形で、 してほしいことを具体的に語りかけ

てもらった。

お母さんの協力があってこそ、A君はスムーズ

に学校に戻れたと感謝している。

1）特別支援学級への入級

平成24年度末、病弱・身体虚弱種の特別支援学

級の設置が認められたという吉報が届いた。A君

は、 4年生から特別支援学級に入級することが決

まった｡そのためには、 まず環境づくりが必要で、

市の教育委員会と相談して、教室を用意し、必要

な備品も用意した。

平成25年に入ってすぐの4月3日、母親に来校

してもらった。A君の担任となる特別支援学級担

任、該当学年担任、養護教諭、特別支援教育コー

デイネータ一、管理職で面談を行った｡母親から、

病状について説明を受けた。 ここへきて、 ラス

ムッセン症候群であることが分かり、今後どのよ

うな状況になるか予測がつかないこと、治療のた

めに入退院を繰り返すであろうことも聞いた。ま

た、新年度用に手直しされた緊急時対応マニュア

ルと救急車カードを受けとる。母親の配慮に助け

られた。

この場で、A君の新しい環境での学校生活につ

いて話し合い、交流及び共同学習として、できる

ことについては担任付き添いのもとで通常の学級

でやらせることにした。体育については特別支援

学級単独マンツーマンで実施し、さらに今後の様

子を見ながら、交流及び共同学習の時間を加減し

ていくということになった。その他、下駄箱は歩

行距離が短くてすむ場所を使う、登下校は保護者

が付き添う、学校では保護者は教室に入らず付き

添うときは廊下または別室に居る、 こまめに担任

に連絡・相談する、等の申し合わせをした。

翌日、新担任が家庭訪問をしてA君と過ごし

た。座位、歩行、衣服の着脱、食事、 トイレ等、

学校が始まる前に確認し、スムーズに学校生活を

スタートさせたいと考えたからである。

新学期が始まり、A君は1日登校したのみで、

また治療のために入院した。退院後も、感染症の

感染予防のために自宅療養をする必要があり、欠

席が続いた（表2)。

担任から保護者と本人にこまめに連絡をとると

ともに、その都度記録をとり、報告させるように

した。周囲の配慮が必要な事柄については、担任

が打合せで伝えることで教職員に周知した。5.A君は4年生に！新しい環境で
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れることが具体的に分かっていれば、学校も動く

ことができるということである。病気のことは医

師に任せ、教育については学校が担う。このこと

を肝に銘じたい。

※本稿を閉じるにあたり、A君の母親が寄せて

くれた『～保護者としての思い～』を加えさせ

ていただきます。

表2 A君の出欠席日数

特別支援学級を設置したことで、教職員の負担を

増やすことなく、よりきめこまかい支援体制でA

君をサポートできるようになった。

2）支援体制の見直し

5月24日、病弱教育の専門家を学校に招き、A

君への支援体制について指導していただくことに

した。授業観察と母親との教育相談、その後に指

導助言の場を設けた。担任は、A君との関わり方

や教科の指導について、管理職は、交流及び共同

学習の見直しと保護者への支援について、指導助

言をいただいた。

また、母親と教育相談の場をもっていただいた

のも良かった。周囲の保護者･児童との関わりや、

A君の弟のことなど、A君本人以外のことについ

ても相談できたのではないかと思う。

やれることを一つずつ積み重ねてここまできた

が、知らないこと･気付かないことは本当に多い。

外部の方に見ていただくことで、また、専門的見

地からのアドバイスをいただくことで、支援を見

直すことができる。今後も病状の変化に対応でき

るように、時々立ち止まって、見直しながらA君

を見守っていきたいと思う。

～保護者としての思い～

Aがある日突然、病気になり生活が一変しまし

た。毎日、症状が落ち着かず、 日々その対応に追

われているのが現状です。Aは学校が好きで、症

状が変化しても、八幡小学校へ通学することを目

標に入院・療養生活を過ごしています。

初めて、病弱・身体虚弱種の特別支援学級の設

置について話を聞いた時、病気でも受け入れ、配

慮していただけることに感謝しました。この学級

設置は不確定と聞きながら、症状が悪化してくる

Aにとって、実現して欲しいと望んでいました。

それが現実となり、一度は諦めた八幡小学校へ通

学できると、学級設置を一番喜んだのはAです。

保護者として、Aの事を理解して欲しいという

思いからAのサポートブックを作りました。保護

者の思いを酌みとり、症状が変化するたびに先生

方から話し合いの場を設けていただき、症状が変

化しても先生方が対応してくれています。

もう一つ、Aと同学年の子ども達の前で話す機

会をいただきました。Aの様子を伝えると、子ど

も達は理解をし、接してくれています。

Aは学校等の支援を受け、学校生活を送ってい

ます。Aのように、病気でも今までの学校に戻れ

るような体制があればと望んでいます。

6．おわりに

A君と出逢った頃は、万全の体制を整えてA君

を迎えないといけない、万が一があってはいけな

いと、肩に力が入っていたような気がする。しか

し病状は刻々と変わっている。見通しは立たない

し、予測もつかない。この1年半で分かったこと

は、その時その時の状態に応じて柔軟に対応する

こと、固定した見方をしないことが大事であると

いうことである。

もう一つ分かったことは、病気のことを100％

理解できていなくても、学校としてやってあげら
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学年（年度） 出席日数 欠席日数（入院）

1年生(H22) 135日 66日 （35日）

2年生(H23) 119日 81日 （37日）

3年生(H24) 125日 77日（49日）

4年生1学期 52日 20日（16日）

4年生2学期 31日 45日（27日）



日本育療学会第17回学術集会の成果と課題

第17回学術集会長猪狩恵美子

日本育療学会第17回学術集会が、平成25年8

月に福岡市で開催されました。

今回は、 8月4日に福岡市立心身障がい福祉セ

ンターでのプレ企画と学会主催小規模研修会を合

わせた企画、 8月17日・18日に九州大学医学部百

年講堂中ホールでの本集会が行われました。九州

での初めての開催に際しまして、現地の関係者の

ニーズに応えるために、連続した2つの会を開催

させてくださいました学会理事会のご配慮はじ

め、学術集会開催にあたりご支援を賜りました皆

様に深くお礼申し上げますとともに、たくさんの

方々のご参加で活発な学術集会となりましたこと

をご報告申し上げます。

8月17日の本集会では、本学会発足から関わっ

て来られた西間三馨先生（前福岡病院院長・現福

岡女学院看護大学学長）に開会行事でご挨拶をい

ただきました。 「子どもを中心に据えて」考え行

動してみえた歩みから「教育的配慮のない医療は

真の医療ではない、病弱教育があって、はじめて

小児医療といえる、病弱教育の貧弱な国家は文化

国家ではない」 と締めくくられました。教育に期

待と信頼を寄せて下さる医療者とのつながりのな

かで病弱教育が進んできたことを確認する開会と

なったといえます。

学術集会長講演「すべての子どもに教育を届け

るために」では、小児医療の進歩のなかで求めら

れるきめ細かい教育の実現のために本学会への期

待が語られました。東島明子氏(元福岡大学病院）

による特別講演「臨床保育士36年の歩み」では、

この福岡の地で目の前の子どもと家族の声を聴き

ながら創り上げてきた保育実践が語られました。

今日においても病気・障害のある子どもの保育

ニーズに応える施策は不十分ですが、子どもの真

実から出発した地道な実践と関係者のつながり

が、福岡ならではのしくみをつくりながらここま

で来たのだということを確信し、勇気づけられる

講演でした。

ランチョンセミナーでは、 8月4日に開催され

た「プレ集会の報告」のほか、 日本で最初の病弱

養護学校として開設された寄宿舎併設の北九州市

立門司特別支援学校から「心身症・不登校の子ど

もへの取り組み」が報告されました。また、 「専

門性向上のための研修プログラム作り」では学術

集会事務局長を務めてくださった谷川弘治先生は

じめ保育士等の皆さんの研修成果、病棟保育の実

践からは「遊びの工夫・ロールプレイを入れて」

など福岡からの報告が行われました。パネルディ

スカッション1 「重症児と家族が地域で豊かに暮

らすためのトータルケアの充実に向けて｣、パネ

本学術集会のテーマ「自分らしく生きるために

一トータルケアの充実をもとめて」は、福岡・山

口からの実行委員の皆さんが日頃から感じている

願い・課題を出し合って決めたものです。病気や

障害があっても、地域のなかで、自分らしさを大

切にして夢を実現していけるよう、さまざまな場

で、さまざまな支援を充実させていきたい－とい

うテーマです。

そのために、 とくに当事者。ご家族の声に学ぶ

機会にしたいと考え、プレ集会・小規模研修会で

は、 「患者・経験者の会のあり方」 「青年期・成人

期の社会的自立を支援するために」 というテーマ

で、当事者である青年と患者会、医療・福祉・教

育の関係者からの報告を受けました。 「守られる」

だけでなく自ら考え行動し発信していく 「自立」

について様々な視点から考える機会となりまし

た。この準備のために、担当実行委委員の皆さん

は何度も集まり、話題提供者のもとに実際に足を

運んで計画を進めてきました。このことそのもの

がトータルケアのためのネットワークづくりの第

一歩だったといえるでしょう。
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節に合わせて会場いっぱいの輪ができました。ルディスカッション2 「病院と地域を結ぶ慢性

疾患患児のトータルケアを担うチームの形成と地

域連携」では、地域のなかでそれぞれの場と、そ

こでの関係者が自分の役割を発揮するだけでな

く、子どもに合わせて歩み寄りながら具体的取り

組みを広げていく大切さを学び合ったといえま

す。

おかげさまで、和気調々とした和やかな雰囲気

のなかで、新旧の学会員はじめ幅広い参加者が、

育療学会として、またそれぞれの実践現場で取り

組むべき課題を共有しながら交流できたと思いま

す。若い研究者層も広がりつつあるように感じ大

変嬉しく思いました。

研究発表は、 8月17日午後（ポスタ－9本・口

頭7本） と、 8月18日午前（口頭7本）に行われ

ました。全国から参加していただくためには必ず

しも最適な日程ではなかったにもかかわらず、多

くの研究が発表され、活発な議論がなされたこと

を大変嬉しく思っております。病弱特別支援学校

等病弱教育での実践・実態、通常の学校における

課題、病気や障害による子どもの生活や心理、他

職種との連携など多岐にわたる研究は、いずれも

子どものニーズに迫る重要な現代的課題を提起

し、会場の皆様も熱心に聞き入り、質疑が行われ

ました。 とくにポスター発表の会場が狭くご迷惑

をおかけしましたが、たくさんの参加者でこうし

た研究成果に学ぶことができたことは学会として

重要な意義があったと考えます。

最後になりましたが、現地実行委員会・集会長

として今回の準備を振り返りますと、参加者の皆

様も感じられたと思いますが、様々な分野から多

くの実行委員の皆さんの1年間にわたるご協力が

あったということです。そこには、実行委員の皆

さんと子どもたちとの実践・現場があります。お

－人お一人の願いが集まってつながった実行委員

会であったと思います。関わってきたすべての子

どもたちを取り上げたいとテーマや内容を考えま

した。企画・準備する過程は自分たちの地元で生

まれているたくさんの実践を知る機会となりまし

た。実行委員をお引き受けいただいた方々に心か

らお礼申し上げますとともに、福岡開催の機会を

いただいたことに深く感謝し、 このつながりを大

切にして実践･学習･研究を進めていけたらと願っ

ています。

ご参加いただいた皆様、企画をご用意いただき

ご登壇いただいた皆様、ご後援．ご支援いただい

た皆様に深くお礼申し上げ、次回集会の成功をお

祈り申し上げます。

8月17日の最後に行われた懇親会も多くの方々

の参加を得て、学会員の親睦・交流としてだけで

なく、学会をご存じなかった方にとっては、 「顔

の見える育療学会」を身近に感じていただく機会

になったのではないかと思います。最後に、炭坑
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学術集会長講演すべての子どもに教育を届けるために

猪狩恵美子

よろしくお願いいたします。私は福岡教育大学

で病弱教育を担当しています。その前は、長く東

京都の肢体不自由養護学校で障害の重い子どもの

教育に携わりながら、訪問教育で入院中のお子さ

んと関わる中で、病弱教育にたどり着いたわけで

す。今回のテーマである「すべての子どもに教育

を届けるために」 という願いですが、重い障害の

子どもたちの教育は1979年から確実に進んでき

た反面、病気の子どもに関してはなかなか教育が

届いていないということがありました。病気の子

どもたちの教育は、医療との狭間にあって、子ど

ものニーズに合わない状況が見られるのではない

かと考え、 「すべての子どもに教育を届ける」 と

いうテーマを立て、私の経験からお話をさせてい

ただきたいと思っております。

いのちと健康をめぐって、いま、様々なことが

起こっております。医療の進歩によって、 日本は

世界で有数の、子どもが死なない国になりまし

た。これは本当に大きなことです。死亡率低下と

生存率向上を象徴することとして医療的ケアを必

要とする子どもたちの学校教育があります。25年

くらい前に私も出会いまして、 この子どもたちの

学校教育をどうするのかということを考えてきま

した。いま、医療的ケアを要する子どもの教育の

状況は変わってきています。出生前診断、臓器移

植と脳死の問題ですが、 こうしたことが医学的に

はできるようになってきて､｢人が生きる」とか｢人

が亡くなる」 ということが自然現象ではなく、私

たち人間が決めていくという時代になってきてい

ます。みなさんの中にも考えている方がおられる

と思いますが、私の母は｢最後は静かに死なせて、

延命治療が絶対にしないで」 と言います。医療的

ケアの必要な子どもたちを守ってきたということ

と、尊厳死というか、 「延命治療をしないで」 と

いうことは、どうつながっていくんでしょうか。

社会の矛盾もいっぱいあり、いじめを苦にした自

殺であるとか、体罰と虐待の問題であるとか、子

どもの貧困の問題が、子どもたちに重くのしか

かっています。東日本大震災と原発事故は、九州

で学生さんたちと話していても実感がないといい

ますか、避難訓練にたまたま居合わせても緊迫感

が違います。土地によって想定される災害は違う

わけですけれども、 「この国は、いのちや健康、

また暮らしがどうなっていくのか」 と考えざるを

得ないわけです。九州には、病弱特別支援学校で

唯一幼稚部がある赤江松原養護学校があります。

松原がずっと続く海辺があり綺麗なところです

が、津波が来たらどこに逃げんだということが問

われているんです。これらが、私たちに「人間ら

しく、自分らしく、豊かに生きる」 ということを

問いかけていると思います。

さて、今年の3月に文部科学省から「病気療養

児に対する教育の充実について」 という通知が出

ました。これは平成6年に出された「病気療養児

の教育について｣で示された状況が急速に広がり、

かつ鮮明になってきている中で、具体的な文言と

なって示されていると思います。平成6年の通知

は、病弱教育に携わっている者にとっては大きな

励ましだったと思います。それまで入院中の子ど

もに教育が必要だと教育委員会に訴えても、 「先

生はそういうかもしれないけれども、保護者や子

どもたちはどう思っているんですか。医療が先で

しょう。お子さん達は1日も早く治そうと思って

医療をしているんですよ｡」 と言われ、なかなか

入院中の教育について共通理解が得にくい状況が

ありました。そこに、国が入院中の子どもに教育

は必要だと示したわけです。この国の動きは、そ

れまでの、子どもたちや保護者の「教育を受けた

い」 という願いがたどり着いた通知だったと思っ

ております。

そして学校教育法施行令第22条の3の「六月

以上の医療又は生活規制｣の解釈が示されました。

入院期間が本当に短くなっているのに｢六月以上」
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らない人は知らない。これは、別の件で、ある方

に言われたことですが、 「知っている人で話して

いてもダメなんだ。知らない人がこんなにいると

いうことは、ないのと同じなんだ」 と言われまし

た。ですから、 こういう通知が出たときには、み

なさんが周りの人たちに読んでもらうように働き

かけていくことが大切だと思います。文部科学省

も、そういうことを願いながらこの通知を出した

んじゃないかと思うんですね。

小児がん拠点病院の指定があって、治療の一層

の充実が図られようとしてます。センター的な病

院が行うトータルケアの中に、教育だとか福祉だ

とか含まれると思いますが、 この意義が、地域に

どのように広げられていくのかということが大事

だと思います。高等部の訪問教育をつくるときも

先行的にやっている実践があったわけですが、た

またまどこそこの学校では、たまたまどこそこの

県では、そんなことではいけないんです。どこに

生まれても、いつでも、 どこでも、だれでも、教

育や支援が受けられるということが求められま

す。拠点病院の指定に関しても、そこでのすぐれ

た実践を、全国の津々浦々に広げて、つなげてい

くということが大事だと思います。また、在宅医

療と入院期間の短縮化が一層進むことから、 ここ

で、小学校や中学校に通学が困難な子ども、退院

しても地元の学校に通えない子どもたちがいるこ

とが明確になったということです。ここは地域の

中でしっかりと確認していきたいと思います。

さらにいろいろなことが書かれているわけです

けれど，入院中の子どもの交流及び共同学習です

が、いかがでしょうか。今度退院するので、試験

通学させてくれませんか、交流させてくれません

かというと、どこでも 「はいどうぞ」 という事に

なっているでしょうか。案外ですね、籍がないお

子さんに何かあったらどうするんですかと、今で

も、一部に受けとめてもらえないということがな

いわけではないんですね。それから後期中等教育

のことが、 ここでしっかりと出てきます。後期中

等教育なしに、大人になっていく道筋というのは

描けず、自分作りに大事なわけです。そして、退

院後も通学困難な子どもたちにとっての、病弱特

というのが一人歩きしていて、六月以上入院しな

ければなりませんと言われることもあったとき

に、そういうふうには書いてありませんと示して

くれました。こうしたことも入院中の子どもの実

態に合わせた教育を進めていく背景となりまし

た。そして大事なことは、病気の子どもたちは治

療優先で、病気が治ったら学校なんだよというこ

とを根本から克服する一歩として大きな意味が

あったと思います。

90年代は、 この通知だけでなく、様々な子供達

の現実が展開しているという時代でした。まず、

入院中の教育の場が足りない、入院期間は短期化

し、 しかも入退院を繰り返す子どもがいる、 しか

もこの子達は通常学級との転出入をするわけで

す。しかし、通常学級の中で、なかなか病気に対

する理解が得られないという現実が見えてきたわ

けです。通常学級の中に入院していた子どもたち

が帰っていくということとともに、実は、通常学

級の中に多様な健康問題を抱える子どもたちがい

る。病気の子どもがいますかという調査をさせて

いただくと、 「いません」 「特別な配慮を要する子

どもはいません」 と答える養護教諭もおられまし

たが、喘息、アレルギー、肥満などに関心をもつ

学校からは、すごい数が上がってきました。 3割

から4割くらいの子どもに、なんらかの健康問題

がありますということがありました。また、卒業

後まで考えていくことが求められるようになって

いました。90年代までは、入院中の子どもの教育

保障といえば義務教育が中心で、高校になるとど

うするのということがありました。中退などの学

校生活を維持できない子どもに対して、どのよう

に一貫した支援を進めていくのかという問題で

す。通知が出た頃、現実にはこういう問題が起き

ていました。ここには、病気の子どもの教育を特

別支援教育として捉える必要性と必然性が示され

ていました。つまり、障害児教育の範畷だけでは

考えきれない、通常教育を含めた特別支援教育と

しての整備が求められていたと思います。

そして、今回の通知です。皆さんもお読みに

なったと思うんですけれども、わりと静かに発表

されたのではないでしょうか。知る人ぞ知る、知
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別支援学校のセンター的役割というのが書かれて

います。地元校に発信するんだよということです

ね。病弱者を対象とする特別支援学校というのは

非常に増えています。病弱のみを掲げている学校

は減る一方で、 65校ぐらいでしょうか。 しかし、

病弱を受け入れる特別支援学校は増えています。

このことを活かして、地域のセンターとしていく

ことが大事ではないかなと思います。

そのほか、教育環境を整備するとか、 ICTを活

用するとかあります。訪問教育ということばも出

てきました。私は教師として半分くらいを訪問教

育に携わってきて、昨年度まで全国訪問教育研究

会の会長をさせていただきました。ここでは訪問

教育を障害のある子どものための教育だけではな

くて、さまざまな背景で学校に通えない子どもた

ちのためにもっと広げていくことが必要ではない

か。これは全然広がっていないですけれど、4年

前に調査をして、もっと対象を広げて訪問教育を

活用しようということを提言して参りました。今

日は、 このあたりを中心に、すべての子どもに教

育を届けるということを、一緒に考えていければ

と思っております。

先か、鶏が先かということで、原因を特定するこ

とが難しい。たしかなことは、どんな子どもたち

も家庭で育っているわけですが、家庭で見ること

ができない場合に、病弱特別支援学校にたどり着

いているということです。最近、特別支援学校に

ついて議論が起きています。病弱特別支援学校は

不登校などに特化した学校ではない、不登校や発

達障害を対象とする病弱特別支援学校の教育は本

来の病弱教育とは違う、病弱教育の役割は終わろ

うとしている。そのような子どもたちは、家庭、

学校、地域で解決すべきという意見を耳にしま

す。これは本当にそうだと思うんですね。一番の

根っこを解決しないで特別支援学校にお願いしま

すという問題ではないと思います。しかし、特別

支援学校を統廃合した後の学校と地域の取り組み

はどうなったかです。一昨年、統廃合した後に地

域にどのようなものをお作りになりましたかとい

うことを教育委員会に伺いました。残念ながら、

私が回ったところでは何もしていないということ

が分かりました。 1つだけ検討していますという

回答をいただいた教育委員会がありましたが、何

をしておられるんですかと勢い込んで聞きました

ら、跡地利用を検討しているというんですね｡(笑

い）論理としては、家庭、学校、地域で解決して

いくというのですが、実際に何をどうしていくの

かを考えていかないと、結局行き場のない子ども

が出てきます。

私がかかわりました病弱特別支援学校は統廃合

になりましたが、在籍していた子どもたちがどこ

に行ったかは、結局、分からなくなりました。ほ

かの特別支援学校には行かなかったんですね。し

ばらくは子どもたちもがんばっていた、 しばらく

は家庭もがんばっていた、 しかし家庭そのものが

子どもたちを受けとめる状況になかったというこ

とが、保護者の方々への聞き取りから分かってき

ました。

さて、病弱教育の重要な領域として入院中の教

育があるわけですが、戦前からの流れとして、入

院が必要というわけではないけれども健康問題を

抱えていて、学校生活や日常生活に支障がある子

どもたちのための身体虚弱教育があります。それ

を進めてきたのが特別支援学校は、 80年代以降、

肥満、アレルギー、喘息などの子どもたちを受け

てきましたが、在籍者が減少し、統廃合、併置化

が進んできました。病気の子どもたちのことを考

えるとき、 このこともぜひ掲げていきたいと思い

ます。入院中の子どもの教育には光が当たるよう

になってきましたが、病弱特別支援学校は今後ど

うなるでしょうか。

病弱教育のみの特別支援学校は減少しています

が、不登校経験者や発達障害を併せもつ子どもの

割合が非常に高い、3割、学校によっては全員と

いうこともあります。また、 こういう子どもたち

の子育ての困難ということがあって、 これは卵が

病弱教育の難しさは、病気というのがつかみど

ころがない、 しかし、病気になったら困ってしま

うということがあります。病気も障害児教育の中

で受けとめられてきたわけですが、子どもたちは
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どう思うでしょうか。病気の子どもやご家族の、

入院中も教育をしてほしいという願いを一緒に考

えているときに、 もう一つおっしゃるのが、二重

学籍を認めてほしいということです。そういう声

はみなさんも現場で聞かれたと思います。特別支

援学校の教育をもっと知っていただかないといけ

ないという側面があると同時に、子どもたちが自

分をどう捉えていくかという問題だと思うんです

ね。地元の学校とのつながりが、子どもたちの自

分自身の有り様の大きな部分を占めていると思い

ます。

そして、高校と高等部です。医学ではキャリー

オーバーといいますが、子どもから大人になって

いく、学校から社会に出て行くということが現実

の課題となっているときに、高等部教育、高等学

校における特別支援教育が重要です。病弱特別支

援学校に高等部がないところがたくさんあります

が、それはなぜでしょうか｡高校に入りましても、

続かなかった子どもたちに、高校はどうするんで

しょうか。高校も特別支援教育をきちんと考えて

行くということが課題だと思います。

ほとんどの子どもたちは高校に行きたいと思っ

ています。病弱の高等部が必要な子どもたちもい

ます。 このあたりをどうしていくのか、責任を

もって考えていくことが必要です。

私たちは、いつまでも子どもたちを守りなが

ら、守りながらというわけにはいきません。自分

をつくり、自分を固めていくという青年期の学び

を充実させていくことがとても重要です。

ていない、語れない障害者の方もいらっしゃいま

すけれど、 ことばを語れる方はみんなおっしゃる

んですね｡｢みんなで学びたい｡家庭教師でもなく、

塾でもなく、社会教育でもなく、学校に行きた

い」 と。それほど学校は魅力をもっているんです

ね。これを大切に考えていきたいと思います。

最近、入院期間が短くなり、勉強がきちんと教

えられることを徹底していくことが大事だという

考え方がありますが、学校は勉強だけではない、

仲間がいるとか、いろいろな空気も含めて、学校

の意味があるんじゃないかなと思います。社会生

活のモデルです。これが子どもたちが大人になっ

ていく力を育てます。ですから、 ワンポイント、

講師だけ派遣すれば良いということではありませ

ん。 「特別な教育の場」の整備は終わったといわ

れますが、病気の子どもたちの教育に関しては、

それは終わっていないと言えるのではないかと思

います。医療が大きく変わること、病気の子ども

の多様性は、多様な教育の場と連携を必要として

います。対象の数は少なくても、多様な場をきめ

細かく作っていくことが求められます。それは理

想であって、なかなか上手くいきませんけれど

も、子どもの最善の利益という視点に立って、柔

軟な発想でできることを生み出すという視点が必

要です。

病気による長期欠席についてお話しします。私

は病気による長期欠席はこんなにいるんだから病

弱特別支援学校は潰さないで、増やしてください

という立場でみてきたんですが、調べてみました

ら違いました。ちょこちょこ休んで結果的に合計

30日以上の欠席になる子どもたちは、病弱特別支

援学校に行った方が良いということではなく、あ

きらかに通常学級が責任をもつということではな

いでしょうか。継続して休んでいるといっても、

30日休んだという子もいれば、 1年間ほとんど学

校に来ていない、去年も来ていないという子もい

ます。病気による長期欠席の実態は多様です。ほ

とんど学校に来ていないという子どもたちは深刻

な問題を抱えています。不登校は大きな問題にな

るわけですが、病気という枕詞がつくだけで子ど

学校はどんな場所でしょうか。勉強を教えるだ

けではないことが学校の役割だと思います。就学

猶予、免除だった成人が学校に入れるようになっ

ています。こんなにお年も召しているんだから生

涯教育でいかがですかと、教育委員会はいうんで

すね。岡山では76歳の方が特別支援学校に入学さ

れましたが、 「私は教養がなくてほんとうに恥ず

かしいと思って生きてきました。私は学校で先生

に勉強を教えてほしいんです。友達とワイワイ言

いながら教えあう、そんな経験を是非したいんで

す｡」とおっしゃっておられました。ことばをもつ
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ものニーズが見過ごされています｡｢治療優先｣｢病

気が治ったら学校」 という観念は根強く、病気が

つくと学校が待ちの姿勢になってしまいます。病

気の子どもの教育、子どもの豊かな発達の保障と

いうことを考えるときに、病気による長期欠席の

問題はもっともっと検討していくべきだと思いま

す。

す。これについては検証もしていかなければいけ

ませんが、籍の移動をしないで訪問型の教育を受

けられるものです。また、家庭訪問を拡充する形

で訪問教育を進めている特別支援学級もありま

す。特別支援学校の教育相談、通級指導、交流学

習など、籍を移さない形で、子どもたちを受けと

めていこうという試みもなされてきました。こう

した試みを通して、何ができるかを明らかにして

いくことです。いくつか提案をお話しします。

提案1：すべての特別支援学校が「地元校」です。

私は通常学級での病気の子どもの教育を大きな問

題だと考えてきましたが、特別支援学校も地元校

なんですね、障害のある子どもたちにとっては。

元気なときはいいんですけれど、 ここでも長期欠

席があります。今日特別支援学校は多様な子ども

たちを引き受けています。病気を併せ持っている

子どもたちが少なくありません。特別支援学校の

学校保健をもっともっと深めていく必要がありま

す。特別支援学校の養護教諭から、たとえば障害

のある子どもの視力検査はどうするのかなど、 き

ちんとマニュアル化されていないとずいぶん前か

ら指摘されています。

提案3 ：病弱特別支援学校のセンター的役割とし

て、実践に関する情報提供に加え、先程来お話し

してきました地域の中で生じている学習空白、教

育が届いていない子どもたちの実態を明らかにし

ていくことが求められます。 これは大学（院）で

の研究ではなかなか分かりません。地域に密着し

て、顔が見えるところで、実態を明らかにしてい

ただきたいと思います。特別支援教育の理念は、

まさに病気の子どものニーズにフィットするもの

です。特別支援教育は、できないことをできるよ

うにする魔法のことばだと思うんですね。障害の

種別などにかかわらず、子どものためにできるこ

とはしましょう、ささやかでも、子どもたちの所

為にしないで私たちが一歩踏み出すということで

す。しかし、障害が重いとか、病気だからといっ

て、古い枠組みの中でとどまっていることがある

のではないかと思います。

提案2：訪問教育形態を活用するということです。

現在、訪問教育は特別支援学校の教育ですけれど

も、すべての学校で訪問教育を位置づけていくこ

とが必要だと、私は考えています。ピラミッド型

の頂点に特別支援学校、訪問教育があるという、

スペシャルな教育の上の、ウルトラスペシャルな

教育が訪問教育だという考えがありますが、私は

違うと考えています。

養護学校義務制実施以前の訪問教育は、小中学

校の教員が療養中の子どもを訪問し、身近な地域

の中でつながっていました。現在の重度重複障害

児の訪問教育は非常に優れた実践が蓄積されてい

ますが、訪問教育が特別支援学校の教育となる中

で、病気の子どもの訪問は減ってきました。自宅

療養中の場合はほとんどカバーできていないとい

う状況があります。

そういう中で訪問型の教育を試みているものと

して、長野県、滋賀県、埼玉県志木市がありま

まとめ

病弱教育の専門性は大事だと思います。これは

勉強すれば身につくということではなく、子ども

の声に耳を傾けることが、病弱教育の専門性の一

番重要なところだと思います。

日本育療学会の今後の役割に期待し、一員とし

て一緒に考えていきたいと思います。障害が重い

とか、病気だからということで、教育が届かない

子どもがいないという状況をめざしていきたいと

思います。
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特別講演臨床保育士36年の歩み

元福岡大学病院小児科病棟臨床保育士東島明子

病気で入院していても自分らしく生きるために、

子どもには遊びを通しての学びが必要であり、そ

れらを支援する一人として、医療保育士の存在が

必要だと思われます。

また日本医療保育学会は、病気の子どもと関わ

る保育士に対して2007年度より専門性向上のた

めの認定資格として医療保育専門士認定制度が創

設され、入院している子どもの成長や発達の支援

の重要性に関心が向けられるようになりました。

私は、 3期生として受講し2年半後の今年の6月

にようやく論文を書き終えたところです。

皆さまこんにちは、今日はこのような立派な大

会で、お話をさせていただける機会をいただきま

して、ありがとうございます。 とても光栄でござ

います。皆様のご期待に添える内容なのか不安で

いっぱいですが、一生懸命務めさせていただきた

いと思っております。よろしくお願いいたします。

1．医療保育について

私は、タイトルにもございますように、臨床保

育士となっておりますが、この名称は福岡大学病

院独自の名称でございます。近年「医療保育士」

と呼ばれるようになりました。少し医療保育につ

いてお話をさせていただきます。

日本医療保育学会では、 「医療保育とは医療を

要する子どもとその家族を対象として、子どもを

医療の主体として捉え、専門的な保育支援を通じ

て、本人と家族のQOLの向上をめざすことを目

的とする｡」 と定義されています。

医療保育の場としては、病棟、外来、病児保育

室、障害児施設などがあります。このように、医

療が必要とされる子どもたちがいるフィールドで

働く保育士の専門性を医療保育と言います。

2002年度から小児入院医療管理料に保育士加

算が導入され、一定の条件として、 「1、当該病

棟に小児入院患者を専ら対象とする保育士が1名

以上常勤していること」 「2，30平方メートルの

プレイルームがあること」 「3、プレイルーム内

には、入院中の小児の成長発達に合わせた遊具、

玩具、書籍があること」のもとに、診療報酬に80

点が加算されるようになり、2006年より100点と

なりました。

こうした病棟への保育士導入の背景には、入院

している子どもに、適切な医学的管理のもとに、

遊びをはじめとする成長発達に不可欠な経験を提

供することが、子どもの不安を軽減し、治療経過

を改善することに繋がることがあげられていま

す。今回の学術集会のテーマにありますように、

2．福岡大学病院の取り組み

福岡大学病院は、 1973年に開設し、開設当時

(小児病棟26床）より、 2名の保育士が配属され

ていました。現在は総病床数915床で、小児セン

ターを併設した私立の大学病院です。

小児病棟は、 1997年より35床になりました。

2010年よりチャイルド・ライフ・スペシャリスト

1人が配属され、翌年に小児センターとなってか

らは38床となり、 2011年度より保育士は1人と

なりました（小児センターとは別に、小児外科病

棟に保育士1名、別院である筑紫野病院の小児病

棟に1名が配置されています）

私が在職した36年間は、思えば本当にたくさん

の出会いと別れがありました。現在のように、病

棟で働く医療保育士同士とのつながりもなく、そ

の中で、子どもとその家族やスタッフから多くの

ことを学び支えられてきたように思います。今回

は、そのいくつかのエピソードと、私の思いをお

話させていただきます。

○命の輝き

1975年9月に私が入職した当初の病棟の雰囲

気は明るく、医師や看護師は子どもに対して温か

い対応で、遊びを中心とした元気な病棟だったこ

とを今でも覚えております。
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最初のクリスマス会と餅つきの写真です。その

頃は、短期入院に加え、神経疾患や腎臓疾患が多

く、やがて血液疾患も増えつつありましたが、子

どもや家族と、プレイルームや病室や屋上で、た

だただ遊んでおり、笑顔があふれる元気な病棟

だったように思います。また「命の輝き」という

言葉を耳にしておりました。

この「命の輝き」という言葉は、最近出版され

ました福岡大学名誉教授でいらっしゃる満留昭久

先生がお書きになった「こころをつなぐ小児医療」

という本によりますと、久留米大学名誉教授の山

下文雄先生からの教えだと詳しく書いてございま

した。

「命の可能性を輝かせること」すなわちQOLの

基盤は、 「愛と遊びと学びである」 とお二人の先

生はおっしゃっていらっしやいます、病気で入院

していても、愛は勿論、遊びや学びが大切である

とおっしゃっており、 とても感銘をうけておりま

す。

また、その本の中に、 「小児科病棟に保育士が

いることにより、病棟内の子どもの生活はずいぶ

ん明るく、折々の子どものためのイベントで子ど

もたちのQOL(命の輝き）は充実したものになっ

ていた｡」 との文面をみつけてとても嬉しく思い

ましたが、反面、先生方の思いに本当に添えてい

たのだろうかと、今思えば恥ずかしい思いがして

おります。

以前は、病院の庭へ散歩によく出かけていまし

た。入院している子ども達は屋上や戸外の散歩が

大好きです。

ある時、いつものように、幼児や小学校高学年

の女の子を含めた5～6人を連れて散歩に出かけ

ていた時のことです。車いすに乗せていた4年生

の心臓疾患の女の子の呼吸が急に苦しくなりまし

た。私は同行していた年上の子どもに「すぐに迎

えにくるから皆をお願いね」 と言い残し、慌てて

その子をおぶって病室に駆け戻ったことがありま

す。幸い大事には至らなかったのですが、後でそ

の子の病室に行くと小さな紙切れを渡してくれま

した。そこには「今日はごめんなさい。びっくり

したでしょう。でもこれで保母さんを辞めようと

は思わないでね」 と書いてありました。

このような言葉は私の宝です、このように子ど

もに支えられて、今まで仕事を続けてこさせてい

ただいたのだと思っております。

このように温かな子どもたちが築きあげた明る

く暖かい病棟を感じながら毎日を楽しく務めさせ

ていただいておりました。

○季節の行事

忙しい業務の中でも医師や看護師は季節の行事

について協力的で、企画から積極的に参加してく

ださいました｡保育士が中心となって企画を立て、

子どもとその家族やスタッフと共に、同じ目標に

向かって行事を作りあげ楽しんでいました。

ワイワイと話し合いながら、行事の準備から作

りあげる過程で、お互いの信頼関係をも、つくら

れていたのだと思っております。

ここからは、写真を見ながらお話をさせていた

だきます。

今回、このお話をする機会をいただきまして、

改めて写真を見直しますと、膨大な数の写真が出

てきました。その1枚1枚の場面が懐かしく思い

出されます。
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行事ごとに年代を新旧取り混ぜて編集しており

ます。

4月お花見

年度初めの行事となり医師や看護師さんは、と

ても忙しい次期なのですが医師はストレッチャー

の子のバギングをしながら参加していただいてお

ります。勿論、車いすや点滴をしながら参加する

子もいて看護師さんが付き添っています。

7月七夕会

以前は、子ども達はゆかたを着て参加していま

した。医師も看護師も必ず出し物をして参加して

いただいておりました。

ー

ひ

際、．

壷
！

■

5月ピクニック

5月のピクニックは、栄養室よりお弁当を作っ

て頂いて、ほんの近くの病院の庭なのですがそこ

で、ゲームをしたりお弁当をいただいたりして子

どもの日を祝います。

や

》

8月夏祭りと水遊び

8月は夏祭りです。屋上は暑いので水をまき、

夕方の6時半から行います。お面は毎回手作りで

す。

二
『
・
ｒ

藤6月招待イベント

6月は梅雨の時期でもあり部屋遊びが多くなり

ます。そこで、ボランティアの訪問を受けて、 日

頃とは異なった変化のあるひと時となります。
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11月文化祭・ハロウィーン

-------

一
■
工
面
吐
耶

9月お月見
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2月クリスマス会
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10月運動会

司冨室』

蝿
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■
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騨占， 『

刷劇匙

10月芋ほり 2月節分

匿
剖

研一
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3月ひな祭り ・お別れ茶話会

一一■

■＝

郵繍Ｌ
擬
勢
ｰ

その他にも臨機応変に対応しています。幼稚園

の入園を楽しみにしていたお子さんが突然人工呼

吸器装着となり重症化しましたが、お母様の希望

により部屋で入園式をした時の写真です。

病室での入園式

○チームアプローチ(医療)としての心理カンファ

レンス

1985年に被虐待児の対応としてのスタッフ間

の検討会をきっかけとして多職種が参加して話し

合う 「心理カンファレンス」を行うようになりま

した。チームアプローチとして、発達行動小児科

学を専攻する医師を中心に、主治医、看護師、地

域の学校教諭、ソーシャルワーカー、保育士など

がカンファレンスに参加し、心理社会面に目を向

けた話し合いを行っていました。その後も、心理

カンファレンスは週に1回行なっていました。

小児科医局には、小児精神科医1名（1998年～

2006年）と臨床心理士1名が配属され、 1999年

より、心理カンファレンスは月に2回となりまし

たが、その後も変わりなく進められ、ひとり1人

に寄り添う支援として取り組まれています。この

心理カンファレンスは私にとっては、病気の子ど

もの心理や家族の心理についての対応方法など、

多くのことを学ぶ機会となりました。

2お駆乙で入■画

函

A

む
旬
。
か

い

○
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|」
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‐
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匹
■
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○チーム医療としての保育士の役割

プレイルームはあまり広くはありませんでした

が、そこにはいつも保育士がいて、子どもたちが

遊び、食事をとる日常生活の場であり、医師や看

護師が気軽に覗ける場所であり、あらゆる情報が

得られる場となっていました。そこで得た情報を

スタッフと共有してチーム医療としての役割を

担っていたように思います。

○院内学級への取り組み

1980年頃、満留明久先生より院内学級を作り

たいとの話をよくお聞きしておりましたが、実現

までには約10年かかり、その当時、私立の病院に

院内学級を導入することは大変だったとのことで

した。満留先生は、小児科医は子どものアドボカ

シーでなくてはならないとの思いから、入院して

いる子どものためにご尽力いただいきとても感謝

いたしております。アドボカシーとは、 「子ども

の代弁者として外に向かって声を大きくして訴え
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